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災害時の対応 

＊非常災害時は学校に電話がつながりにくくなることが予想されます。学校への電話によるお問い合わ 

せはお控えください。 

＊日常から各ご家庭において、「どこに避難すればよいか」「どこで待ち合わせをすればよいか」を話し

合っておいてください。 

 

吹田市または吹田市を含む北大阪に暴風警報または大雨特別警報が発令された場合 

※大雨警報や洪水警報では学校は臨時休業にはなりません。通常どおり授業を行います。 

午前７時現在 登校はせず、自宅で待機してください。 

午前９時までに解除された 安全に気をつけて登校します。 

午前９時を過ぎても解除されない 学校は臨時休業となります。 

登校時間中または授業中に発令 学年または全校での一斉下校の措置を講じます。 

 

吹田市または吹田市を含む北大阪に震度５弱以上の地震が発生した場合 

（震度５弱で吹田市に災害警戒本部、震度５強以上で災害対策本部が設置されます。） 

児童の登校前 学校は臨時休業になります。各ご家庭で安全確保に努めてください。 

登校途中 建物のそばなど危険な場所を避け、安全な場所に一時避難した後、安全に気をつけ

て登校します。 

登校後・授業中 教職員の指示に従い、運動場に避難した後、保護者の方にお迎えに来ていただきま

す。お迎えが来られるまでは、原則として児童は学校で待機します。 

下校時 危険な場所を避け、安全に気をつけて下校します。 

 

緊急時における児童の下校について 

レベル 事案 下校方法 保護者の方 放課後育成室 

 １ 
・校区または近隣校区において、不 

審者の目撃情報あり 

学年一斉下校 

（職員の引率・見守り） 

可能な範囲で 

通学路の 

見守り 

通常どおり開室 

 

下校時は指導員

が引率 
 ２ 

・校区または近隣校区において、脅 

迫、事件、事故等が発生 

全校一斉下校 

（職員の引率・見守り） 

 ３ 

・校区において凶悪な事件が発生 

・授業中に暴風警報または大雨特別 

警報が発令 

児童は学校に待機 

 

教職員による保護

者への確実な引き

渡しの後下校 

 

児童の引き取 

りのため来校 

児童は保護者の

方が引き取りに

来るまで待機 

 ４ 
・校内における不審者の侵入 

・震度５弱以上の地震が発生 

閉鎖 

 



緊急時児童引き取りカードについて 

 震度５弱以上の地震や、校内への不審者の侵入等の緊急事態が発生し、児童だけで下校させることが

適切でないと学校が判断した際には、保護者の方（引き取り人）に来校していただいて、教職員が児童

を一人ずつ確実に保護者の方（または引き取り人）に引き渡します。その際にこのカードを使用します

ので、児童を引き取りに来られる保護者の方、またはその責任を任せられるご親族・知人の方のお名前、

住所、続柄、連絡先をご記入ください。 

※学童の指導員や放課後デイサービスの職員を引き取り人として記入することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 


